
1

【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和５年４月 11 日（火）午前８時 52 分～午前９時 23分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項はありませんので、報告事項１「南

北自由通路“おしチャリナッジ”検討チームの設置について」を報告してく

ださい。

部 長 南北自由通路“おしチャリナッジ”検討チームは、令和６年度の駅周辺市

道への“ほこみち”導入に合わせて、歩行者専用道路への切り替えを予定し

ている狛江駅前南北自由通路において、自転車利用者による自転車の押し歩

き「おしチャリ」を促進するためのナッジ手法を用いた施策を検討するもの

です。本検討チームは、道路交通課と未来戦略室の職員のほか、KOMAE De-

signer's Lab.のデザイナーや、ナッジ手法の展開を全国的に支援している

NPO 法人 PolicyGarage の運営支援も受ける予定としていますが、今後、こ

のナッジも含めた行動デザインの手法を庁内に横展開していけるよう、今回、

庁内から概ね５名程度を目安として、有志の職員に本検討チームに参加して

いただければと考えています。検討チームでの活動内容や活動頻度は、資料

のとおりです。今回、有志職員の募集に当たり、各部署における割り当て等

は行いません。あくまでも、職員本人の意思を前提に参加を募るため、各部

署とも業務多忙とは思いますが、協力をお願いします。また、特に企画財政

部としては、人の行動を細かく分析した上で仮説を設定し、試行、検証を繰

り返しながら、より良い改善をしていくという、本検討チームの進め方は、

今後、各課の事業にも役立ち得るものと考えています。その点も含め、協力

をお願いします。

なお、今回の検討チームでの活動は業務扱いとし、現在のところ特段の予

定はありませんが、検討チームの活動で発生した超過勤務や出張等について

は、未来戦略室にて負担することとします。また、今回の資料に記載してい

る活動内容や活動頻度を超えるようなことが見込まれる場合には、その都度、
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各所属長とは調整します。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 管理職から職員に働きかける等、各部において積極的に申込みをお願いし

ます。

市 長 続いて、報告事項２「光電話回線の乗り換えについて」を報告してくださ

い。

部 長 現在市役所庁舎・防災センターで使用している光電話回線、アナログ電話

回線等については、全て NTT 東日本との契約回線となっています。契約回線

のうち光電話 78 回線について、ソフトバンク株式会社の提供する「オトク

光電話サービス」に切替えを行うことで、月平均電話料金を９万円程度削減

できる見込みです。切替手続きについては、まず NTT 東日本の方で災害時優

先電話等のアナログ回線を別ケーブルに移し、その後、既存ケーブルをソフ

トバンク社の構成に変更する流れとなります。本切替工事による外線電話番

号等の変更はありませんが、アナログ・光電話共に回線の切替えを伴うこと

から、市役所内の固定電話全てに不通時間が発生します。不通時間は、概ね

半日程度を見込んでいますが、市民への影響を鑑み、休日窓口・ワクチン接

種等のない日曜日又は市役所窓口が休みとなる年末等に行い、影響を最小限

に抑えます。

なお、固定電話回線は不通時間が発生しますが、総務課で導入した FMC 内

線の携帯電話番号については、ソフトバンク社の携帯電話回線を使用するた

め今回の工事の影響がないことから、当該番号を広報・SNS 等で事前に周知

のうえ、切替工事日における市役所への架電については、FMC 内線にて宿直

で対応する予定です。

市 長 続いて、報告事項３「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付

実績について」及び報告事項４「令和４年度狛江市高齢者物価高騰対策給付

金の報告について」を報告してください。

部 長 まず、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付実績についてで

す。非課税世帯分の支給方式は１の（１）から（３）までの３通りの支給方

式で実施しました。（１）の支給申込み方式とは、令和４年度狛江市子育て

世帯等臨時特別支援事業（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金）

支給事務実施要綱第 12 条の規定による支給方式で、令和４年１月１日以前

から狛江市に住民登録があり、令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金受給者（世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税である世帯

の世帯主）の方に対して、市から価格高騰緊急支援給付金の支給申込みを行

い、支給対象者は、支給申込みを受けた際、令和４年 11 月 18 日までに支給

の拒否の申出がない限り、支給決定をするものです。支給申込み方式での支
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給は、１（１）の表のとおりです。支給申込みのお知らせを 1,948 件発送し、

２件の辞退がありました。また、支給決定の時点で支給要件に該当しない方

が６人いたため、不支給決定としました。支給率は 99.6％となっています。

確認書方式での支給は、１（２）の表のとおりです。確認書を 6,804 件発送

し、そのうち 5,695 件の返送がありました。支給数が 5,654 件、不支給決定

数が 25 件、辞退数が 12 件、申請が取り下げられたものとみなした件数が４

件となっています。不支給決定の内訳は、世帯外扶養 10 件、課税者８件、

死亡者７件です。

なお、世帯外扶養とは、課税者の被扶養者であるが、市外で一人暮らしを

しており、非課税世帯の場合は、要綱第３条第４項の規定により、支給対象

外となります。給付金システムでは確認書を送付する際に除くことができな

いため、確認書で記載された事項から不支給決定としています。支給率は、

83.1％です。非課税世帯分で申請書方式での支給は、１（３）のとおりです。

申請書の受付件数が 84 件、支給数が 77 件、不支給決定数が４件、みなし取

下げ数が３件となっています。不支給決定の内訳は、世帯外扶養１件、課税

者３件です。家計急変世帯分の支給は、２の表のとおりです。申請書の受付

件数が 98 件、支給数が 85 件、不支給決定数が６件、みなし取下げ数が７件

となっています。不支給決定の内訳は、６人全ての方が支給基準の限度額を

超過している方です。

次に、令和４年度狛江市高齢者物価高騰対策給付金の報告についてです。

本件は、食料品等の物価高騰による負担増の影響を受け、特に家計への影響

が大きい 65 歳以上の高齢者を対象に１人につき１万円の給付を行ったもの

です。給付実績については、対象者への確認書発送件数が 20,097 件、うち

確認書の提出を受け、給付決定した件数が 19,491 件で、給付率は 97.0％と

なっており、食料品等の物価高騰により影響を受けた高齢者の負担軽減につ

ながったものと考えています。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 電気ガス高騰対策給付金の１（１）支給申込方式では、拒否がない限り支

給決定するとありますが、不支給決定とされるときはどのような場合ですか。

部 長 住民登録上、基準日を越えている場合等が該当します。

市 長 続いて、報告事項５「健康こまえ 21・狛江市食育推進計画・いのち支える

狛江市自殺対策計画の改定について」を報告してください。

部 長 社会情勢の変化から新たな課題に対応していくためには、健康づくりと食

育、心の健康の取組を総合的かつ計画的に推進し、更なる連携を図ることが

必要であるため、令和６年度で計画期間が終了する「健康こまえ 21（第２

次）」、「狛江市食育推進計画（第２次）」及び令和５年度で計画期間が終了す
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る「いのち支える狛江市自殺対策計画」の３つの計画を１つの計画として改

定するものです。

なお、「いのち支える狛江市自殺対策計画」は、計画策定時期を合わせるた

め、１年計画を延伸する予定です。本改定に当たっては、市民意識調査に基

づき、専門的な知識を背景とした現状と特性の把握、現行計画の成果と課題

の分析が必要であることから令和５年度から令和６年度までの２箇年の改

定期間とし、誰もが安心して暮らせる狛江市にするため、新たな健康施策等

の理念と目標、それを実現するための施策について、市民参加手続きを経て

検討を行い、健康こまえ 21等を改定予定です。本計画は、狛江市健康づくり

推進協議会に諮問し検討していきます。協議会の構成は資料のとおりですが、

その他専門家として、慈恵第三病院医師及び自殺対策の有識者を招き現場の

意見も取り入れる考えです。令和５年度のスケジュールとしては、コンサル

タント業者の募集を広報こまえ４月 15 日及び市ホームページに掲載の上、

参加者を募集します。５月下旬にプレゼンテーションを実施し決定予定です。

また、協議会は５月から開催し９月に紙及び SNS を併用した市民アンケート

を実施、年度末までに基礎調査を報告予定です。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 協議会以外のメンバーはどのような位置付けで招くのでしょうか。

部 長 運営規則に必要委員以外の者を招くことができるという規定があるため、

本規定に則り参加いただきます。謝礼金の支払いについては、専門家として

報償費を支払うよう調整しています。

市 長 その他ありますか。

部 長 和泉本町給水所耐震工事の再延長についてです。令和３年 10月から実施

していた本工事について、令和４年 12 月 13 日の庁議で報告した和泉本町給

水所の耐震工事の延長ですが、３月 31 日に急遽連絡があり、令和５年３月

31 日から４月 30 日まで、再度延長となりました。この間、災害時給水ステ

ーションとしても開設されません。市ホームページは既に停止期間を更新し

ており、市内各指定避難所の応急給水栓を設置していることや砧浄水場が災

害時給水ステーションであることを周知しています。

部 長 本件についての関連です。狛江市の水道水については、第一回定例会でも

ＰＦＡＳ関連で答弁したとおり、現在は本工事によって、和泉本町給水所で

井戸水を取水してミックスすることを停止しています。工事完了後に井戸水

のミックスを再開するかについては、３月の時点では未定であり、４月 10

日時点でも未定とのことでした。また、ＰＦＡＳ関連で新聞に取り上げられ

ている国分寺市、国立市、府中市等は、浄水施設における井戸水のＰＦＡＳ

濃度の影響で取水を停止していますが、狛江市では本工事の影響に取水を停
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止しており、他市とは状況が異なるものです。

市 長 他にありますか。

部 長 第 43 回多摩川統一清掃の実施結果についてです。４月８日に開催し、当

日は事故や怪我もなく無事に終了することができました。今回の多摩川清掃

には、49 団体 1,674 人に参加いただき、可燃ごみや不燃ごみ等合わせて

130kg のごみを回収しました。今回は、プラスチック類ごみの集積所を設け

たほか、会場の各所で、プラスチック類ごみの分別回収のパンプレットの配

布や周知用の掲示物を掲出し、制度の周知を図りました。参加記念品は、脱

プラスチックにおける市役所の率先行動として、令和４年度に引き続き、環

境に配慮した紙製のクリアファイルを用意しました。

市 長 ごみ回収終了から閉会式までの時間が間延びしているようだったため、参

加者にも配慮し、進行について今後検討してください。他にありますか。

部 長 東京外かく環状道路（関越～東名）シールドトンネル工事に関する現場視

察会についてです。狛江市職員向けの東京外かく環状道路の現場視察会を４

月 19日に開催します。狛江市域は既にシールドマシーンが通過済みですが、

市域施行中はトンネル工事緊急時庁内体制を構築し、対応していました。令

和２年 10 月 18 日に調布市道等が陥没する事象が発生しましたが、原因究明

等を行い、再発防止対策について沿線区市の住民へ説明を行い、東名本線シ

ールド２機以外の工事は再開しているところです。春には沿線区市の住民向

けの現場視察会が開催され、定員以上の応募者が集まり、関心の高い事業と

なっています。この度、現地視察を実施するため、参加者を募集します。参

加人数は最大 30 名程度を予定しており、応募者多数の場合は調整となりま

す。

市 長 他にありますか。

部 長 （仮称）「３Ｄ都市モデルとパーソントリップを活用した未来のまちづく

り勉強会」についてです。令和５年度３Ｄ都市モデル整備・ユースケース作

成業務を行います。東京外かく環状国道事務所調査第二課職員を講師として

迎え、内容は、パーソントリップ調査の分析結果、荒川下流河川事務所での

３Ｄ都市モデルの事例紹介、デジタルツインの目的や構築体制等を予定して

います。４月 27 日午前 10 時から、防災センター４階会議室にて実施しま

す。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、４月 18

日午前９時 00 分から開催します。


